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第 ８ 回   熊本県議会    厚生常任委員会会議記録 

 

平成26年１月29日(水曜日) 

            午前10時０分開議 

            午前11時33分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 報告事項 

  ①厚生労働省の平成 25年度補正予算案

及び平成 26年度予算案について 

  ②臨時福祉給付金（「簡素な給付措置」）

について 

  ③「熊本県いじめ防止基本方針」の策定

及び「熊本県いじめ調査委員会」の設

置について 

  ④第１期熊本県における医療費の見通し

に関する計画の実績評価について 

――――――――――――――― 

出席委員（７人） 

        委 員 長 渕 上 陽 一 

        副委員長 増 永 慎一郎 

        委  員 小 杉   直 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 平 野 みどり 

        委  員 重 村   栄 

        委  員 甲 斐 正 法 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

健康福祉部 

部 長 松 葉 成 正 

総括審議員兼         

政策審議監 牧 野 俊 彦 

医 監 岩 谷 典 学 

長寿社会局長 山 田 章 平 

子ども・障がい福祉局長 田 中 彰 治 

健康局長 白 濵 良 一 

首席審議員兼         

健康福祉政策課長 古 閑 陽 一 

健康危機管理課長 一   喜美雄 

高齢者支援課長 中 島 昭 則 

認知症対策・         

地域ケア推進課長 大 村 裕 司 

社会福祉課長 青 木 政 俊 

首席審議員兼         

子ども未来課長 中 園 三千代 

子ども家庭福祉課長 藤 本   聡 

障がい者支援課長 松 永   寿 

医療政策課長 三 角 浩 一 

国保・高齢者医療課長 大 塚 陽 子 

首席審議員兼         

健康づくり推進課長 山 内 信 吾 

薬務衛生課長 今 村   均 

病院局 

病院事業管理者 向 井 康 彦 

総務経営課長 林 田 浩 稔 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議事課主幹 黒 岩 雅 樹 

政務調査課主幹 松 野   勇 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○渕上陽一委員長 おはようございます。 

 それでは、ただいまから、第８回厚生常任

委員会を開会します。 

 それでは、議事次第２、報告事項(1)厚生

労働省の平成25年度補正予算案及び平成26年

度予算案についてに入ります。 

 まず、執行部の説明を求めた後に、一括し

て質疑を受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、最初に一度立っていただいた後、

説明は着座のまま簡潔にお願いいたします。 
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 それでは、平成25年度補正予算案及び平成

26年度予算案について、資料に従い、担当課

長から説明をお願いいたします。 

 

○古閑健康福祉政策課長 健康福祉政策課の

古閑でございます。本日はよろしくお願いを

いたします。着座にて御説明をさせていただ

きます。 

 本日の委員会では、平成25年度の厚生労働

省補正予算案及び平成26年度の厚生労働省予

算案について御説明を申し上げます。 

 なお、これらの国の予算案を踏まえました

県の２月補正予算案並びに当初予算案につき

ましては、次の２月議会で御審議をいただく

ことになりますので、よろしくお願いをいた

します。 

 それでは最初に、総論部分につきまして、

一括して御説明を申し上げます。 

 資料１の平成25年度厚生労働省補正予算

(案)の概要をお願いいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 今回の国の経済対策に係ります補正予算案

の総額は5.5兆円となっております。このう

ち、２行目にありますように、厚生労働省関

係は9,030億円となっております。 

 ５行目の１、好循環実現のための経済対策

関係が8,828億円と大半を占めております。 

 その主なものとして、中段下の第２、女

性・若者・高齢者・障害者向け施策2,606億

円や、次の２ページになりますが、中段下の

第４、低所得者・子育て世帯への影響緩和の

4,893億円となっております。 

 詳細につきましては、後ほど、それぞれの

担当課長より御説明を申し上げます。 

 次に、資料２をお願いいたします。 

 経済対策に係る要望に対する「国の平成25

年度補正予算案」の状況をお願いいたしま

す。 

 裏面ですけれども、表の左側の本県から国

の経済対策に要望した４項目、10の要望事項

につきまして、真ん中の国の予算案の状況の

欄に、その要望結果を有、無、米印で示して

おります。 

 例えば、２の(4)の介護支援ロボット等の

開発・普及など、要望した事項が予算案に反

映された有が４事項となっております。ま

た、米印につきましては、２の(1)介護福祉

士等修学資金貸付のように、現行基金の継続

が認められたもの、２の(2)保育従事者の確

保対策の推進のように、当初予算案に反映さ

れているものなど２事項となっております。 

 続きまして、資料３、平成26年度厚生労働

省予算案の概要をお願いいたします。 

 ２ページをお願いいたします。 

 国全体の当初予算案は96兆円となっており

ますが、このうち、厚生労働省の一般会計予

算は30兆7,430億円となっております。前年

度から１兆3,000億円余、率にして4.5％の増

加となっております。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 社会保障関係費の内訳ですが、左の表に記

載のとおり、平成26年度の社会保障関係費

は、Ｂ欄にありますように30兆2,200億円

余、対前年比で4.4％の増となっておりま

す。特に、医療と介護の増加率が大きくなっ

ております。 

 内訳につきましては、右の円グラフのとお

り、年金、医療、そして介護と福祉を合わせ

たそれぞれで、おおむね３分の１ずつとなっ

ております。 

 次に、少し飛びますけれども、５ページを

お願いいたします。 

 26年度から新たに導入されます消費税増収

分の振り分け内容を示した資料でございま

す。 

 ６ページをお願いいたします。 

 １行目にありますように、今回の消費税率

引き上げによる増収分は、全て社会保障の充

実・安定化に向けるとなっております。 

 消費税を５％から８％に上げることに伴う
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26年度の増収分は５兆円となっております。 

 その内訳につきましては、左下の四角囲み

にありますとおり、基礎年金国庫負担割合２

分の１に2.95兆円、社会保障の充実に0.5兆

円、後代への負担のつけ回しの軽減に1.3兆

円となっております。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 今申し上げました社会保障の充実の5,000

億円、0.5兆円の内訳を示した資料です。こ

のうち2,900億円余は、子ども・子育て支援

の充実に充てられます。そのほか、医療・介

護の充実や年金制度の改善に充てられること

になっております。 

 次に、９ページをお願いいたします。 

 今回の厚生労働省の平成26年度予算案の主

要な施策を示した資料でございます。 

 大きくⅠ、「全員参加の社会」の実現、Ⅱ、

「健康長寿社会」の実現、Ⅲ、被災地の復

興・防災の強化の三本柱から成っておりま

す。 

 詳細につきましては、10ページ以降で、そ

れぞれ担当課長から順次御説明を申し上げま

す。 

 なお、先ほどの資料１の補正予算の概要に

つきましても、この資料におおむね記載され

ておりますので、本日は、主にこの資料３で

御説明を申し上げます。 

 最後に、資料４をお願いいたします。 

 国の施策等への提案に対する「国の平成26

年度の予算案」の状況について御説明を申し

上げます。 

 裏面ですが、これは、昨年６月と11月に、

国の施策等への提案として、本県から国へ提

案した主な項目につきまして、国の予算案の

主な状況を示しております。おおむね要望ど

おりに何らかの形で予算措置がなされており

ます。 

 なお、米印の２の(2)の介護従事者の確保

対策の推進のように、経済対策の補正予算案

で計上されているものもございます。 

 健康福祉政策課の説明は以上でございま

す。 

 よろしくお願いをいたします。 

 

○中園子ども未来課長 子ども未来課、中園

でございます。よろしくお願いいたします。 

 資料は、また資料３にお戻りいただきまし

て、10ページをお願いいたします。 

 三本柱のうちの「全員参加の社会」の実現

という中に、女性・若者・子育て支援という

大きなくくりがありますが、まず、(1)の少

子化対策と女性の活躍推進という項目でござ

います。 

 １つ目の待機児童解消等の推進など保育の

充実ですけれども、昨年の４月に発表されま

した待機児童解消加速化プランを強力に進め

るということで、予算がかなり拡充されてお

ります。 

 事業内容につきましては、受入児童数を拡

大するための運営費の確保ですとか、小規模

保育や幼稚園の長時間預かり保育、あるいは

認可を目指す認可外保育施設の整備などでご

ざいます。 

 資料にはありませんが、この加速化プラン

では、保育ニーズのピークを迎える平成29年

度末までに約40万人分の保育の受け皿を確保

するとされております。したがいまして、資

料にありますように、26年度当初予算とその

下に点線で囲んであります25年度補正予算、

さらに社会保障の充実として消費税増収分を

内閣府に計上しました保育緊急確保事業、こ

れらは、子ども・子育て支援新制度の先取り

的な事業も含めまして、一体的に措置をされ

ております。 

 続きまして、２つ目は、放課後児童対策の

充実ということで、放課後児童クラブの関係

でございます。小学校に上がりますまでは保

育所がありますけれども、「小１の壁」と言

われますように、就学後は、子供を見てくれ

るところがなくて仕事をやめざるを得ないと
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か、あるいは子供を非常に不安定な状態に置

かざるを得ないという実態が見られます。ニ

ーズが高まりまして、施設数や利用者数も年

々ふえてはおりますけれども、さらに質、量

ともに充実を図るための予算が組まれており

ます。 

 次に、11ページに入りますが、３つ目は、

地域における切れ目ない妊娠・出産支援の強

化ということで、社会保障制度改革国民会議

での結論どおり、少子化対策として、妊娠、

出産まで踏み込んだ予算になっております。 

 １点目が、産後ケアを含め、地域の特性に

応じたモデル事業、２点目が、地域の相談・

支援拠点の充実を図るなどの事業でございま

す。 

 子ども未来課の関係は以上でございます。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課の藤本です。よろしくお願いします。座っ

て説明させていただきます。 

 同じ11ページの２つ目の項目、社会的養護

の充実についてですけれども、現在、国にお

いては、社会的養護が必要な子供を地域の中

でより家庭的な環境で養育・支援する家庭的

養護を推進していくこととしております。そ

のため、里親・ファミリーホームへの委託を

進めることや、児童養護施設等の施設におい

ても、施設の小規模化、地域分散化を推進す

るため、地域の民間住宅等の建物の賃借料や

施設の改築等の施設整備に対する助成を行う

こととされております。 

 次に、ひとり親家庭の総合的な自立支援の

推進についてですが、まず、１つ目として、

さまざまな課題を抱えるひとり親家庭に対

し、就業支援、子育て、あるいは生活支援等

を組み合わせた総合的、包括的な支援を行う

ため、新たに就業支援のための専門相談員を

配置するなど、相談体制の強化等を図ること

とされております。また、子供に対する学習

支援等も引き続き推進していくこととされて

おります。 

 次に、児童扶養手当と母子寡婦福祉貸付金

について、平成26年度通常国会に改正法案の

提出が予定されております。児童扶養手当に

つきましては、手当と公的年金との併給制限

の一部見直し、母子寡婦福祉貸付金について

は、貸し付け対象を父子家庭に拡大すること

などにより、経済的支援の充実を図ることと

されております。 

 子ども家庭福祉課の説明は以上です。 

 

○松永障がい者支援課長 障がい者支援課、

松永でございます。着座にて説明させていた

だきます。 

 資料のほう、13ページをお願いいたしま

す。 

 中ほどの四角囲みの太字で書いてあります

高齢者・障害者の活躍推進の部分について御

説明をさせていただきます。 

 括弧書きの小見出しの障害者の就労支援・

社会参加の推進の１つ目の白丸ですが、これ

は、主に入所施設や通所施設で実施をしてお

ります障害(児)者に対します福祉サービスに

係る予算になっております。 

 次に、１つ飛びまして、３つ目の白丸です

が、これは、手話通訳者の養成と派遣、ま

た、日常生活用具の給付など、地域での生活

を支援する事業の予算になっております。こ

の中には、小事業としまして90ほどあります

が、ここでは発達障害者への支援の充実など

を例示として挙げてあります。 

 次に、また１つ飛びまして、一番下の白丸

になりますが、これは、障害者施設やグルー

プホームなどを整備する際の施設整備補助金

の予算になっております。ここでは、障害児

施設におけるユニットケアの推進などを例示

として挙げてございます。 

 障がい者関係は以上です。 

 

○青木社会福祉課長 社会福祉課、青木でご
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ざいます。よろしくお願いいたします。 

 資料14ページをごらんください。 

 ここに記されている内容の背景について、

まず説明をさせていただきます。 

 昨年の６月議会、この委員会におきまし

て、生活保護制度の抜本的見直しの動きにつ

いて御報告したところでございます。生活保

護制度の信頼性の維持、自立就労支援の促

進、そしてセーフティーネット機能の強化な

どを主眼とした抜本的見直しが行われている

ということでございますけれども、昨年８月

に生活保護基準の見直しが実施されたほか、

12月に改正生活保護法と生活困窮者自立支援

法とがセットで成立し、改正保護法について

はことし７月から、自立支援法については来

年４月から施行されることとなりました。 

 この資料では、国民の信頼に応える生活保

護制度の構築等というタイトルのもと、今申

し上げたような制度改正を踏まえて、所要の

対策に総合的に取り組むということが記され

ているほか、国の当初予算案に反映されまし

た２つの例に触れてあります。 

 １つは、生活扶助基準等の見直しです。来

年度の生活扶助基準につきましては、昨年８

月から３年度をかけて段階的に見直されてい

くこととされている一方で、ことし４月から

の消費税引き上げの影響なども総合的に勘案

することとされております。 

 もう１つは、生活困窮者自立支援制度の相

談支援員の養成等でございます。点線枠内に

記されております国の25年度補正予算案にお

いて積み増すこととされた基金の活用などに

より、生活困窮者自立支援法に基づき、平成

27年度から施行される新たな生活困窮者対策

の準備を福祉事務所設置自治体、すなわち、

本県を含む都道府県や市において今年度に引

き続き行っていくこととあわせまして、その

対策のキーマンとなる相談支援員について国

が養成を行っていくというものでございま

す。 

 以上で社会福祉課の説明を終わります。 

 

○三角医療政策課長 医療政策課の三角でご

ざいます。よろしくお願いいたします。着座

にて説明させていただきます。 

 17ページをお願いいたします。 

 Ⅱ、「健康長寿社会」の実現、医療・介護

等の充実、(1)医療・介護サービスの提供体

制改革でございます。 

 中段２つ目の新たな財政支援制度の創設に

ついて御説明申し上げます。 

 本制度は、これまでの社会保障制度改革の

議論を踏まえまして、医療法等の改正による

制度面での対応に合わせ、消費税増収分を財

源として活用し、病床の機能分化・連携、在

宅医療・介護の推進、医師、看護師等の医療

従事者の確保、勤務環境の改善、地域包括ケ

アシステムの構築といった医療・介護サービ

スの提供体制の改革を推進するための新たな

財源支援制度として創設されるものでござい

ます。 

 具体的には、各都道府県に消費税増収分を

財源として活用した基金をつくり、各都道府

県が作成した整備計画に基づき、事業を実施

することとされております。このため、県で

は、新たな整備計画の作成が必要となりま

す。 

 予算額としましては904億円で、消費税増

収活用分が544億円、上乗せ措置分が360億円

となっており、都道府県に対し、その３分の

１について負担が求められております。 

 なお、本制度につきましては、まず、医療

を対象として平成26年度より実施し、介護に

ついては平成27年度から実施する予定とされ

ております。 

 以上でございます。 

 

○大村認知症対策・地域ケア推進課長 認知

症対策・地域ケア推進課でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 
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 資料の18ページをお願いいたします。 

 地域包括ケアシステムの構築について御説

明いたします。 

 地域包括ケア関係の予算案につきまして

は、27年度から予定されております介護保険

制度の改正内容を一部前倒ししたものとなっ

ております。 

 まず、ポツの１つ目、介護保険制度による

介護サービスの確保につきましては、地域包

括ケアシステムの実現に向け、介護サービス

等の増加に必要な経費、例えば、介護保険事

業に対する国の負担金及び交付金や、地域の

実情に応じて市町村が介護予防事業等の取り

組みを行います地域支援事業に対する交付金

などでございます。そのほか、消費税率引き

上げに伴います介護報酬上の手当てもなされ

ております。 

 次の「認知症施策推進５カ年計画」の着実

な推進でございますが、認知症の人や家族を

早い段階から支援するため、保健師や介護福

祉士等が家庭を訪問して支援を行います認知

症初期集中支援チームの新設や、医療・介護

の連携支援や認知症の方の相談等に対応する

認知症地域支援推進員の配置を拡充する事業

などでございます。これらは市町村が実施主

体でございますが、今年度までは、補助事業

として行われていたものを地域支援事業に位

置づけた上で充実が図られるものでございま

す。 

 また、認知症疾患医療センター等について

も、整備拡充が図られることとなっておりま

す。 

 ３つ目のポツの生活支援サービスの基盤整

備ですが、介護保険制度の改正によって要支

援者に対するサービスの一部を保険給付から

市町村事業に移すことが予定されており、市

町村では、その受け皿づくりが必要となって

まいります。こうしたことも踏まえまして、

見守りや家事援助などの生活支援サービスの

充実を図るため、サービスの担い手の養成な

どを行います生活支援サービスコーディネー

ターを新規に市町村に配置して取り組みを促

進するものでございます。 

 １つ飛びまして、低所得の高齢者等への住

まい・生活支援の推進につきましては、これ

も新規事業でございまして、自立した生活を

送ることが難しい所得が低い高齢者の方が地

域で安心して暮らせるよう、社会福祉法人や

ＮＰＯ等が行います、空き家などを活用した

住まいの確保や見守り・生活相談などの支援

を行うものでございます。26年度は、モデル

的に全国10数カ所で実施が予定されておりま

す。 

 下の枠囲みの25年度補正予算案につきまし

ては、介護基盤整備を着実に進めるための助

成経費などでございます。 

 地域包括ケアシステム構築関係は以上でご

ざいます。 

 

○大塚国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。よろしくお願いいたし

ます。着座にて説明いたします。 

 資料の19ページをお願いいたします。 

 (2)医療保険制度の改革の高額療養費制度

の見直しについてです。 

 高額療養費は、１カ月の間に医療機関や薬

局の窓口で支払った一部負担、いわゆる自己

負担の額が一定額を超えた場合に、その超え

た額を保険者が負担する制度ですが、この１

カ月の自己負担の上限額はそれぞれ所得に応

じて定められております。今般、この上限額

につきまして、低所得者に配慮しつつ、負担

能力に応じた負担をしていただくという観点

から、平成27年１月から限度額を見直すこと

とされております。 

 具体的には、現行の70歳未満の場合、住民

税非課税の低所得者、年収770万円以上の上

位所得者、それ以外の一般という３区分で限

度額が定められておりますが、今般、一般を

２つに区分しまして、標準報酬月額26万以
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下、年収ベースで370万以下につきまして負

担を軽減するものです。 

 なお、上位所得者につきましても、年収1,

160万円までとそれ以上というふうに２つに

区分し、負担額をそれぞれ引き上げることと

されております。 

 次に、高齢者医療制度の負担軽減について

でございます。 

 最初のポツですが、70から74歳までの方の

一部負担金については、26年４月から新たに

70歳になる方から本則２割負担とする一方

で、26年３月末までに既に70歳となっている

方については、現行の１割負担に据え置くた

めの予算でございます。 

 次のポツは、後期高齢者医療の被保険者に

ついて、激変緩和の観点から、制度発足当時

から実施されております特例措置を継続する

ための予算です。 

 具体的には、年金収入80万円以下など、一

定の所得以下の方につきまして、均等割の９

割、8.5割などの軽減措置がとられておりま

す。これらの措置を継続するための費用でご

ざいます。 

 なお、下の点線枠の25年度補正予算は、70

から74歳までの方の一部負担につきまして、

段階的に本則に戻すための措置及び高額療養

費の見直しに係ります審査支払機関等のシス

テム改修等に係るものでございます。 

 以上でございます。 

 

○山内健康づくり推進課長 健康づくり推進

課・山内です。よろしくお願いします。 

 同ページの(3)難病・小児慢性特定疾患へ

の対応です。 

 括弧で書いてありますが、難病・小児慢性

特定疾患に係る公平かつ安定的な制度を確立

するということで、主な内容は、３つになっ

ております。 

 １行目に書いてあります都道府県の超過負

担の解消、特徴のポイント２番目が、２行目

の後段ですが、公平かつ安定的な医療費助成

制度を確立する、それと３番目のポイント

が、３行目ですけれども、対象疾患の大幅な

拡充を図るとされております。 

 具体的には、１番の都道府県の超過負担の

解消は、これまで委員会、議会のほうからも

随分御指摘をいただいていたところですが、

例えば、今年度で県の総事業費24億、基本、

国が２分の１負担ですので、12億は国が負担

すべきところ、現状５億4,000万と、ごくわ

ずかな補助にとどまっているのが、今後は、

きちんと２分の１、法律に基づいて国庫のほ

うで措置されるというものが超過負担の部分

です。 

 ２番目、２行目の公平かつ安定的な医療費

助成の制度を確立というのの具体的な中身

は、自己負担の割合を３割から２割に落とす

のに合わせて、所得に応じた負担限度額を設

定するといった内容です。 

 ３番目の対象疾患の大幅な拡大につきまし

ては、現在対象疾患は56となっております

が、これが約300程度にふえる見込みとなっ

ております。対象者数は、全国では78万人ぐ

らいが約150万人ぐらいへ、本県で言えば、

約１万3,000人ぐらいであるのが２万5,000人

程度にふえるのではないかと見込まれていま

す。 

 次、括弧書きの２番目、難病患者に対する

支援の強化ですが、これは、都道府県の難病

相談支援センターの相談体制を充実すること

等でございます。 

 ページをめくっていただきまして、20ペー

ジ、(4)予防・健康管理の推進等でございま

す。 

 大きな括弧書きの２つ目ですけれども、健

診や健康づくりへの取組を通じた生活習慣病

予防等の推進ということで、最初の丸でござ

いますが、被扶養者の特定健診の受診率が低

いということから、被扶養者というのは女性

の場合が多いんですけれども、被扶養者が受
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けやすくするための医療者の取り組みの改

善・工夫で、例えば、この健診に、女性に関

心が高い骨密度測定を取り入れるとか、肌年

齢の測定を取り入れるですとか、そういった

改善の工夫をする保険者に対しては国のほう

から別途特別に補助をするといった内容だと

報道をされております。 

 次の丸の２つ目、スマート・ライフ・プロ

ジェクト、これは健康長寿推進事業なんです

けれども、これを推進し、健康づくりに向け

た企業連携を図るとともに、健康づくりに取

り組む企業を支援し、健康づくり産業の創

出・育成を図るといったもの等になっており

ます。 

 以上が当課関係の主要事業でございます。 

 以上です。 

 

○今村薬務衛生課長 薬務衛生課の今村でご

ざいます。よろしくお願いします。着座にて

御報告させていただきます。 

 同じページの最下段の一般用医薬品新販売

制度の適正な運用の確保についてでございま

すが、これは、昨年１月の一般用医薬品のイ

ンターネット販売に関する最高裁判決及び６

月に閣議決定されました日本再興戦略などを

踏まえ、医薬品の販売方法に関する新たなル

ールの整備等を行うことなどを内容とする薬

事法及び薬剤師法の一部を改正する法律が昨

年12月13日に公布されております。 

 改正の概要は、まず、一般用医薬品は、適

切なルールのもとに、全ての品目がネット販

売可能とされました。また、一般用医薬品と

しての使用経験が少なく、そのリスクが確定

していない品目などを要指導医薬品と新たに

分類して、薬剤師が対面で情報提供、指導を

行うこととされました。これらは一般用医薬

品とは違う分類ですので、ネット販売はでき

ないということになります。 

 この改正は、公布日から半年以内の施行と

されており、最長でも、一番長くてもことし

の６月12日からの施行というふうになります

ので、現在、国では、政省令の改正が急がれ

ているところでございます。 

 改正法の趣旨を踏まえまして、関係団体と

連携しながら、円滑な施行に向けて取り組み

たいと考えております。 

 薬務衛生課は以上でございます。 

 

○古閑健康福祉政策課長 恐れ入りますが、

資料の一番最後の24ページをお願いいたしま

す。 

 (2)の防災対策への取組の下の四角囲みの

部分をお願いいたします。 

 上から５行目でございますが、社会福祉施

設の防災対策等の推進でございます。 

 耐震化やスプリンクラーの設置等に要しま

す経費としまして、25年度の補正予算に214

億円が計上されております。 

 健康福祉政策課は以上でございます。 

 

○三角医療政策課長 医療政策課でございま

す。 

 (2)防災対策への取組のうち、医療施設の

防災対策の推進について御説明申し上げま

す。 

 本事業は、有床診療所等におけるスプリン

クラーの設置等及び災害拠点病院等の耐震化

の２つの事業から成っておりまして、事業費

の115億円は、この２つの事業を合わせたも

のでございます。 

 以上でございます。 

 

○渕上陽一委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑はありませんでしょうか。 

 

○甲斐正法委員 今、最後のページの説明が

ございましたが、耐震化やスプリンクラーの

設置ということで、医療施設、あるいは社会
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福祉施設の御説明がございましたが、社会福

祉の方策としては、小規模で施設を今後やっ

ていくということだったり、あるいは賃貸で

やっていくということですが、そういう賃貸

物件であったり、小規模物件に対して、その

スプリンクラーとか、耐震化というのは可能

なのかどうかというのは、現在まだ明確では

ないでしょうけれども、方向性としてはどう

いう形になりますか。それぞれお願いいたし

ます。 

 

○中島高齢者支援課長 高齢者施設関係で申

しますと、大体国の予算としては60億ぐらい

手当てしてありまして、その中で、いわゆる

小規模施設へのスプリンクラーの助成という

ことで、従来消防法施行令で275平米以上が

義務化されているケースがほとんどでござい

ましたけれども、長崎のグループホームでの

火災でありますとか、そういうものを受けま

して、275平米未満であっても補助対象にす

るということで、国の予算で今回実施されて

いるということでお聞きしてますので、今後

は、275未満につきましても助成されていく

ものと考えております。 

 

○甲斐正法委員 例えば、そういうところで

275平米、いわゆるマンションの１階とか、

アパートの１階を賃貸で借りた場合に、その

辺の設置というのは非常に現状としては難し

いですよね。その辺の消防法との関係といい

ますか、その辺の話はもう折り合いはついて

いるんですか。家主さんが、そこ１階だけを

つければ全体をつけないかぬとかいう形にな

って、なかなか進んでない話だと思いますけ

れども。 

 

○中島高齢者支援課長 スプリンクラーにつ

きましては、平成20年ぐらいから国の基金事

業で助成制度が始まって順に拡大されてきて

おりますが、現時点で、例えば275平米以上

で未整備のところは、今１カ所だけございま

す。義務化された275でございますが、そう

いう中で、賃貸ということで整備が進まなか

ったという話は、高齢者施設については聞い

ておりません。275未満につきましては、ひ

ょっとしたらそういうケースもあるかもしれ

ませんけれども、そこは大家さんとの話にな

っていくものと思いますが、今のところ、そ

ういう話、相談は来ておりません。 

 

○甲斐正法委員 本格的になると、その辺が

非常に問題になってくるかなと思っておりま

すので、よろしくお願いします。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑ありませんで

しょうか。 

 

○甲斐正法委員 19ページの難病の対象者の

拡大というところで、現状、その難病の方た

ちの生活保護の割合ということでは確認がと

れておるでしょうか。それと、その拡大され

たときに、2.5万人分ぐらいにふえるという

ことでは、生活保護費の拡大というのは影響

するのかしないのか、その辺をちょっとお伺

いしたいと思います。 

 

○山内健康づくり推進課長 大変申しわけご

ざいませんが、難病患者の方々のうち、生活

保護受給者の方々がどれぐらいいらっしゃる

かは、現時点で数字を持っておりませんでし

た。 

 

○青木社会福祉課長 その難病の対象拡大等

に伴う生活保護への影響でございますけれど

も、まだそこは詰めて把握しておりません

が、一般的に、前提としては、難病、今特定

疾患の対象の方がどのくらい生活保護を受け

られていて、どういう影響があるというのが

まず前提に来るんですけれども、その拡大に

よって生活保護費が、一般的に考えると、そ
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の分、収入といいますか、医療費が充てられ

ますので、その分は他法優先で生活保護費は

減るものというふうに考えられますが、た

だ、今、特定疾患の対象となっていらっしゃ

らない方々が新たに対象になるとして、その

方々が現在生活保護を受給されているかどう

かという問題もございますので、そこはちょ

っと明確にお答えしにくいところがございま

す。ただ、一般論としては、他法優先という

ことでやりますので、生活保護費はその分は

減少につながるというふうには考えます。 

 

○甲斐正法委員 減少ですね。今後計画され

るでしょうから、その辺の他分野との連携と

いうか、かかわるところがかなり出てくるだ

ろうと思いますので、よろしくお願いしてお

きます。 

 

○岩中伸司委員 18ページの大村課長にお尋

ねしますけれども、この介護、医療、予防、

生活支援、いろいろこれから大変な時期を迎

えるんですが、この支援ということなんで、

１つだけ。 

 真ん中辺に生活支援サービスの基盤整備と

いうことで説明いただいているんですが、生

活支援サービスコーディネーターを新たに設

置するというのは、どんなイメージ、私ちょ

っとわかりませんが、説明をもう少し詳し

く。 

 

○大村認知症対策・地域ケア推進課長 実

は、これは市町村が地域支援事業を使って設

置するというものでありまして、対象となる

方は、特段まだ国のほうから示されておりま

せんけれども、電話等で聞きますと、地域の

高齢者の中で非常にやる気のあるリーダー的

な存在の方、ネットワークを持った方と、そ

ういった方が想定されると。そういう方をコ

ーディネーターに市町村が任命しまして、そ

の方が、主な業務としましては、いろいろな

生活支援サービス自体が今少ない状況ありま

すので、一方で、団塊の世代等が今後高齢者

になっていらっしゃいますので、そういった

方々の中で社会に貢献したいという方々に、

こういうサービスをおやりになりませんかと

いうことで発掘をしたり、それから個々の方

々をつなげるネットワークを図ったりすると

いうのが１つです。 

 もう一つは、そういう支援サービスを求め

る方、この方々のニーズを把握しまして、そ

のニーズをサービスにつなげていくというこ

とで、具体的なサービスとしましては、もう

これは実情に応じてですけれども、見守りの

サービスでありますですとか、お弁当の配達

ですとか、電球の交換とか、それは、地域の

それぞれ支えを必要とする高齢者の方々に応

じてやるということになっております。 

 

○岩中伸司委員 そうすると、この予算額が

非常に少ないもんで、新たに配置をするとい

うふうな言い方でいけば、ある意味では、今

説明では、ボランティア的なそういう配置、

地域のお互いの助け合いということの理解ぐ

らいしかできないんじゃないですかね。 

 

○大村認知症対策・地域ケア推進課長 そう

ですね、職業として、それで生計を立てると

か、そういうレベルのものではございません

けれども、ただ、御本人のほうが手出しが出

るとかそういうことはないように、一定の額

については見ていくということで活動を支援

していく、事務費等も見ていくと。ちょっと

詳細はわかりませんけれども、そういうこと

になると思います。 

 

○平野みどり委員 今の関連なんですけれど

も、今既に、民生委員ですとか、あるいは自

治会長さんだとか、退職された方たちとか、

活躍されていますけれども、求められる中身

の割には、もちろん報酬も少ないですし、さ
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まざまな人材確保という意味では、団塊の世

代が大量に退職されるとはいえ、今おっしゃ

ったような、あんまりはっきりしない、漠と

したようなコーディネーターをやっていこう

という人が果たしてどれくらいいるのかな

と、ちょっと正直、人材発掘というのがかな

り難しいのではないかなという気がするんで

すけれども、県としては、そこら辺はどうい

うふうに見込んでいらっしゃいますか。今ち

ょっと団塊の世代が云々とはおっしゃってい

ましたけれども、容易なんでしょうかね。こ

ういうすみ分けというか、民生委員との違い

とかも含めて、どういう位置づけで地域の中

で認知されていくのかなというところが私は

よくわからないんですけれども。 

 

○大村認知症対策・地域ケア推進課長 民生

委員とか、自治会長さんとの違いということ

でありますけれども、場合によっては、そう

いう方がなられるという場合もあり得ると思

っております。ただ、役割としては、民生委

員さん、自治会長さんは、個々のケース、個

人の方に対して支援したり、あるいは行政に

つないでいくということかと思いますが、こ

のコーディネーターにつきましては、その市

町村において、高齢者の方、個別の支援もあ

りますけれども、全体としてサービスが行き

渡るような仕組みを市町村と一緒につくって

いくということになろうかと思います。 

 これにつきまして、県としても、この生活

支援サービスの充実の必要性があるというこ

とで、再三これまでも市町村に会議、研修等

を行ってきておりまして、やはり市町村がし

っかりと当事者意識を持ってやっていただく

ことが大事だと思っておりますし、人材につ

きましても、基本は市町村の中で調達という

ことでしょうけれども、あるいは地域づくり

等でいろいろ動かれている方、他の市町村か

ら招聘するというのもあり得るかなというふ

うに思っております。 

 国のほうも、支援するために、このお金の

手当てだけではなくて、コーディネーターに

選ばれた方を研修して、ノウハウの習得であ

りますとか、意識づけをやっていくというこ

とで考えております。 

 いずれにしましても、県としましても、そ

のコーディネーター配置、それからそれによ

る生活支援サービスの充実というものを、し

っかりとさまざまな形で支援していきたいと

いうふうに思っております。 

 

○小杉直委員 なら、今の質問に少し関連し

てきますが、18ページ、３点ほど質問があり

ますので、まず、第１点ですが、18ページ

「認知症施策推進５か年計画」の着実な推進

となっておりますですたいね。この中に認知

症地域支援推進員の配置(275か所→470か所)

と書いてありますが、県内の状況はいかがで

すか。 

 

○大村認知症対策・地域ケア推進課長 今年

度で申し上げますと、県内では、25市町村に

おいて配置いたしております。ですから、実

態としましては、これは、予算上国が今年度

275カ所ですが、実際はもっと少のうござい

まして、本県の推進員の配置は、全国の１割

以上の実績ということでございます。 

 

○小杉直委員 その25市町村で合計人数は何

名ぐらいですかね、推進員は。 

 

○大村認知症対策・地域ケア推進課長 ちょ

っと確認いたしまして、また後ほど。 

 

○小杉直委員 なら、後でまた。これは大切

な今後の大きな課題ですので、市町村をふや

すこともさることながら、人数をふやしてい

くことが大事だろうと思いますので、後でま

た説明をしてください。 

 次に、資料２の裏面ですが、２の(4)に介



第８回 熊本県議会 厚生常任委員会会議記録（平成26年１月29日) 

 - 12 - 

護支援ロボット等の開発・普及というふうに

なっておりますが、これは今どういうふうな

状況ですか、県内は。 

 

○古閑健康福祉政策課長 こちらにつきまし

ては、残念ながら本県では具体的な取り組み

にはつながっておりません。 

 

○小杉直委員 そうすると、オペ、手術する

ときのロボット技術というのがかなり向上し

とるというふうに聞いておりまして、熊本大

学医学部あたりでも、もう取り入れて効果を

出しよるというふうに聞いておるわけです

が、この介護支援ロボットというのは、そこ

には効果のあっとでしょうかな。 

 

○古閑健康福祉政策課長 こちらは、どちら

かといいますと、介護のほうのロボットとい

うことで、例えば、人を支えるのにアシスト

をするような機械をつけたりとか、支援した

りとか、あと、ベッドから移す場合に支援を

するとか、あと、人が移動するとか、あと、

排せつ、いわゆるトイレとか、そういうのを

ロボットで少し支援をするとか、そういうも

のが何か想定されているように聞いておりま

す。 

 

○小杉直委員 県としては、この介護支援ロ

ボットの採用ちゅうですか、普及ちゅうとに

ついては基本的にはどういうふうに考えとる

ですか。 

 

○古閑健康福祉政策課長 今、この健康福祉

部だけではなくて、商工観光労働部とも少し

連携をとりまして、来年度に向けまして、少

し具体的な取り組みに着手をしたいというふ

うに考えております。 

 

○小杉直委員 これは要望ですけれども、手

術するロボットが手ぶれが少ないということ

で、人間の手による手術よりもかなり効果が

出てきたということは、先生あたりが御承知

でしょうばってんが、そういうふうなこと

で、一方では、介護支援という要員が、なり

手がないというふうな時代にもなっておる背

景がありますので、この介護支援ロボットと

いうのは、手術のきめ細かい動きよりも、も

っと単純な動きで介護支援ができるかもしれ

ませんので、今課長がおっしゃったような開

発・普及のほうには、熊本県も取り組んでほ

しいと要望しときます。 

 ３点目、13ページ、生涯現役社会の実現で

すたいな、この中の２行目に、シルバー人材

センターによる就業機会の拡大等を推進する

というふうになっておりますが、現実は、シ

ルバー人材センターで雇用したり、お世話す

る人たちちゅうのは限られとっとですたい

ね。 

 社会全体でこれだけもう高齢化社会になっ

て、例えば、例にとられることはどうかと思

いますが、県の職員の方が60で定年になっ

て、その後、３年間勤務して、また交代され

とるというケースが多々あるわけですが、63

～64になっても、また大いに働きたいという

ふうなことが現実問題ですが、その働く場と

いうのが少ないということで、社会全体で生

涯現役とするならば、もっと高齢者が働く場

を国全体で設けていかにゃいかぬと。そし

て、高齢者の方の経験とか、ノウハウとか、

実績とか、いろんなやっぱり人脈を活用した

社会参加によって、日本の高齢化社会に対す

る元気というか、活性化できるというのが大

きなテーマになるわけですが、県について

は、このシルバー人材センターによる就業機

会の拡大等を推進するという中で、そういう

ふうな大きな枠組みでの考え方ありませんか

ね。 

 

○古閑健康福祉政策課長 シルバー人材セン

ターそのものにつきましては、商工のほうの
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ちょっと所管になりますので、詳細はちょっ

と――ございますけれども、実は、その下の

丸印にございますが、退職前からボランティ

ア活動への参加を促進する、定年後の活躍の

場づくりを支援するというようなことが国の

ほうで新しく検討されているようでございま

す。これは、具体的には、退職前に企業へ働

きかけをしまして、退職を控えた従業員の方

あたりが退職前からボランティア活動に参加

するとか、そういうきっかけづくりとか、退

職前からそういうネットワークづくりを仕掛

けていこうというような事業というふうに聞

いております。 

 本県としましては、そういう事業あたりも

うまく活用しながら、積極的に生涯現役社会

の実現に向けて取り組んでいきたいというふ

うに考えております。 

 

○小杉直委員 古閑課長に異論を唱えるわけ

じゃないけれども、ボランティア活動につい

てはこのとおりですたい。ところが、現実

は、やっぱり収入を得る職場、その環境が日

本の大きな課題なんですね、熊本も含めて。 

 晩婚時代、少子化時代になって、結婚され

てもかなり晩婚で、例えば、60代後半になっ

てもまだ子供さんの養育をせんといかぬとい

う現状も多々部分的にあるけんですね。ま

た、生きがいのためにも、社会全体でまだま

だ高齢者――高齢者と言っていいのかどうか

わかりませんが、そういう年配者の働く場を

設けるというのは、私は大きな課題と思いま

すので、このボランティアはもちろんこのと

おりですが、高齢者、障害者の活躍推進とい

う枠組みの中で、私が言ったような考え方と

いうのはどなたかないですかな。担当はどな

ただろう、高齢者、障害者の活躍。 

 

○中島高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 高齢者支援課のほうでは、高齢者無料職業

紹介所という組織といいますか、さわやか長

寿財団の中の高齢者総合相談センターの中に

紹介所を設置しておりまして、そこで就労の

あっせんをしているところでございます。 

 ハローワークへ申し込まれる方もいらっし

ゃいますし、こちらの紹介所のほうに申し込

まれる方もいらっしゃいます。ハローワーク

のほうから紹介所のほうに情報提供されるケ

ースもございます。そういうことで、平成24

年度の実績で申しますと、ハローワークから

の紹介分も含めますと、年間で584名の方が

就職されたという実績がございます。大体平

成22年度で654、平成23で597ということで、

大体600人前後の方がこの紹介所を通じて就

職されていっているということでございま

す。 

 これ、さわやか長寿財団ということで熊本

市でございますが、実は振興局の福祉のとこ

ろに相談員を配置しておりまして、８名の方

を全県下の振興局に配置しておりまして、そ

こで地元の企業あたりとの情報交換とかをし

ているところでございまして、その辺のいわ

ゆる地道な求職・求人活動をしているという

状況でございます。 

 

○小杉直委員 要望にかえますが、このやっ

ぱり生涯現役社会の実現というふうな打ち出

しをする以上は、今課長がおっしゃった具体

的な面と、蒲島県政も、豊かな老後とか、そ

れから老後を楽しむとか、そういうふうな高

齢者に対する基本理念を持っておるわけです

が、さっき言ったように、重なりますけれど

も、生涯現役社会の実現とするならば、もっ

と大きな枠組みで働く場を、そういうふうな

環境にしようというふうな方向性の考え方も

今後持つ必要があるかなと思いますので、要

望にかえます。 

 

○岩中伸司委員 関連する要望ですが、いい

ですか。 
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 定年後のこの働く――この文章は非常にい

い文章ですが、現実とは全く逆になっている

んですね。現状は、現役でこのボランティア

をやっていこうかと、たまにはおらすかもし

れんばってん、今のような有期雇用で、５年

雇用とか、３年雇用とかという形で――県庁

の職員の人たちは別として、労働者の状態と

いうのは非常に今不安定なんですね。ですか

ら、何か理想的なことがこう書かれているの

で、もっとやっぱり――この委員会とはちょ

っと関係ないんですが、そんな思いをしっか

りしています。 

 私は、一番恵まれているというのは言い過

ぎですが、県庁の職員でも、退職後、本当に

不安を抱えている人がたくさんいらっしゃる

んですね。退職金ちゃんと入ってきて、年金

もちょっとあいて入ってくるようになるけれ

ども、やっぱり不安定という、何か構造自体

が、非常に今の日本のそういう労働環境とい

うのは悪くなっているので、こういうきれい

ごとを国はやっているけれども、これは本当

に地域、現場を知らぬなということをしっか

り思います。 

 今の現状のままでは、本当に高齢者になっ

ても活躍をするとか、そういう現状、高齢者

になっても働き続けなければならないという

ふうな、極端な労働環境になっていることを

しっかりやっぱり変えていくしかないなとい

うふうなことを私は思いますね。 

 要望というか、ここに要望ということは、

皆さんの認識をそうしていただきたいなとい

うふうな思いです。 

 

○甲斐正法委員 いわゆる障害者の施策もそ

の辺があるかなと。いわゆる働く障害者とい

うことを抜き出してみると、住みなれた場所

で生活支援のサービスをつくっても、働く場

所まで１時間、２時間かかって――障害者と

いうのは移動困難な方々が多いので、いわゆ

る働く場所の近くに住宅整備とかいうことが

あると、さらにうまく運用できるんですけれ

ども、住みなれた場所というのが非常に曖昧

な言葉ですので、地域なのか何なのかよくわ

かりませんけれども、いわゆる働く環境をつ

くるんであれば、働く場所の近くに住環境の

整備、あるいは生活支援の整備を行うべきで

はないかということを常々思っておりますの

で、計画されるときは、その辺も考慮してい

ただければと思っております。 

 以上です。 

 

○重村栄委員 質問は１点なんですけれど

も、その前に、さっき小杉先生がおっしゃっ

ていたことに関連したことをひとつお願いし

ておきたいんですが、介護支援ロボットの

話、さっき出ていましたけれども、今、日本

の産業界では、かなり介護系、医療系のロボ

ット、補助ロボットというのかな、かなり進

んでますよね。当然もっと開発をしていかな

いかぬというのは現実なんですけれども、た

だ、今すごくいいのができてても、普及でき

ない原因の一つに、保険適用されないという

現実があるんですよ。海外では保険適用され

ているのがかなりあるんですね、それでもっ

て普及しているというのが随分あるんですけ

れども、日本ではそれがされてないんです

よ。これをやっていかないと普及は進まない

という可能性が高いと思うんですよね。 

 だから、これは県の施策ではないですが、

国の施策として、こういう支援系のロボッ

ト、この活用を保険で適用できると、こうい

うシステムづくりをしていかないと、ただお

金つけて普及しましょうだけでは進んでいか

ないと思いますので、やっぱり海外はかなり

進んでいる部分がありますので、そういった

海外のやつをしっかりと参考にしていただい

て国に取り入れてもらうように、ひとつお願

いをしていただきたいと思います。 

 それから、１つ、中園課長に質問ですが、

放課後児童クラブ、今の現状と課題と、それ
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と今度の予算がつくことによってどの程度進

めそうなのか、その辺をちょっとお聞かせい

ただけませんか。 

 

○中園子ども未来課長 放課後児童クラブの

現状ですけれども、今県内に、熊本市も含め

て333カ所ございます。利用児童数が１万4,5

11人ということなんですけれども、実は、前

々からお話ししておりますように、放課後児

童クラブについては、大変制度が未整備とい

いますか、未熟でございまして、まだ基準も

法的なものがありませんで、国もガイドライ

ンです。国のガイドライン、非常に簡単なも

のですので、それを補う形で県でもガイドラ

インをつくってやっております。 

 ただ、27年度から始まります子ども・子育

て支援新制度、この中で放課後児童クラブも

大きく位置づけられまして、どういうふうに

基準ができるのか、今議論中でございます。 

 今の市町村でやっています作業としては、

待機児童とかを含めて実態調査をやっており

ます。それが見えてきますと、実際どれぐら

い不足しているのか、具体的にやらなければ

いけないことがわかってくるんじゃないかと

思っております。 

 今、県のほうでは、子ども・子育て会議と

いうのを９月の条例でつくりまして、今度２

月にまた２回目をしますけれども、その中

で、子ども・子育て支援事業、支援計画とい

うのをつくっていきます。その中でも放課後

児童クラブをどうするのかということをきち

んと書いていきたいと思っております。 

 

○重村栄委員 今おっしゃったように、まだ

そのガイドライン的なものしかなくて、基準

がはっきりしていないと。その中で、これ、

予算がつきよるとですよね。これ、予算の使

い方は、何を基準に使っていくんですか。 

 

○中園子ども未来課長 今のこの332億円の

中で聞いておりますのは、これ、平成25年度

が316億円でしたので、少しふえているぐら

いなんですけれども、特に「小１の壁」の解

消に向けまして、開所時間の延長、それにこ

の増加分を充てていくというふうに聞いてお

ります。 

 

○重村栄委員 今の現状が大きく変わる可能

性はあんまりないんですね。 

 

○中園子ども未来課長 少なくとも26年度に

ついては大きくは変わらないだろうと思いま

す。 

 

○重村栄委員 これから先のほうが課題はも

っと大きいということですよね。 

 

○中園子ども未来課長 そうですね。 

 

○重村栄委員 そういうことですよね。 

 

○中園子ども未来課長 はい。 

 

○重村栄委員 わかりました。 

 

○大村認知症対策・地域ケア推進課長 認知

症対策・地域ケア推進課でございます。 

 先ほど小杉委員の御質問の件の御報告、よ

ろしいでしょうか。 

 認知症地域支援推進員の配置人数というこ

とですが、平成25年度は、25市町村で42人で

ございます。 

 ちなみに、24年度は、21市町村の33人とい

うことでございまして、今後も、来年度もま

た十分な配置をしていきたいと考えておりま

す。 

 

○小杉直委員 なら、それに関連して、熊本

市は、内容はいかがですか。 
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○大村認知症対策・地域ケア推進課長 認知

症対策・地域ケア推進課でございます。 

 熊本市も配置をしております。 

 

○小杉直委員 だから、何名ぐらい。 

 

○大村認知症対策・地域ケア推進課長 申し

わけございません。後でちょっと、済みませ

ん、一覧表のほうをお届けさせていただきま

す。申しわけありません。 

 

○小杉直委員 これに、こういうふうなこと

を説明するならば、足元の熊本市は政令指定

都市になったと言いながらも、熊本市の状況

と県内の状況の人数ぐらいは一応把握した上

で説明ばしてください。 

 というのが、これは印象度がまだ薄いんで

すよ。私もいろいろな自治会活動その他ずっ

と民生委員とか交流しますけれども、この認

知症地域支援推進員という印象度がまだまだ

県内では薄いと思うけんですね、これは非常

に今から大切な中身の事柄ですから、そうい

う意味で質問をお願いしたわけです。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 

○平野みどり委員 国の資料１の中の６ペー

ジに、予防サービスや健康管理等のところの

丸の２番目で、働く世代の女性支援のための

がん検診の推進とありますよね。子宮頸がん

予防ワクチンに関しては、いろいろ問題もあ

るということで、積極的な推進勧奨では今の

段階ではないというふうに聞いていますけれ

ども、１月の新聞で、長崎のほうで、五島が

離島なもんですから、無料のキットを使っ

て、自己検査のキットですね、受診率の向上

を目指しているというようなことがありまし

た。若い世代の人たちがなかなか病院に行き

にくいとかいう部分もありますけれども、こ

れが効果をあらわすんだったら、初期の段階

で、これで検診ができるということになると

結構いいのかなと思うんですけれども、そこ

ら辺は情報収集とか、検討とかはなさってい

ますか。ＨＰＶ自己検査キットとなっていま

すけれども、この新聞には。 

 

○一健康危機管理課長 自己検査キットにつ

きましては勉強させて、情報収集させていた

だきたいと思います。 

 ただ、１月には、厚生労働省のほうで部会

が開かれまして、積極的勧奨についてどうす

るかという副反応とそのワクチン接種の観点

については、今論点を整理しているというこ

とで、まだ結論は出ておりません。次回は２

月に部会をまた開いて、その段階では、積極

的な接種勧奨について再開をどうするかとい

うのを検討するという国の情報は来ておりま

す。 

 

○平野みどり委員 それは私も新聞で見まし

た。私は、ワクチンよりもこの検査を、受診

をしてもらうということが大事だろうという

ふうに思いますので、その他、子宮頸がんだ

けでなく、さまざまな性感染症の検診もでき

るだろうと思いますので、これは、この記事

によると、ＨＰＶだけの検査だろうとは思わ

れますけれども、子宮頸がんの予防という意

味での他県の取り組みを検証して研究しても

らいたいなというふうに思います。要望して

おきます。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑ありません

か。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 次に、残りの報告事項(2)から(4)につい

て、一括して報告をお願いします。 

 質疑については、執行部の説明を求めた後
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に、一括して受けたいと思います。 

 それでは、資料に従い、担当課長から説明

をお願いします。 

 

○青木社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 その他報告、資料の１ページをごらんいた

だきたいと存じます。 

 臨時福祉給付金、簡素な給付措置について

御説明いたします。 

 この給付金は、厚生労働省の平成25年度補

正予算案に計上されたものでございます。 

 １、趣旨でございますが、ことし４月に実

施される消費税率の引き上げに際し、低所得

者に対して、暫定的、臨時的な給付措置とし

て、１人１万円または１万5,000円が支給さ

れるものでございます。 

 ２、実施方式ですが、実施主体は市町村と

されております。県は、市町村の円滑な実施

を支援することとされております。 

 ３、給付対象者等でございますが、(1)対

象者は、市町村民税均等割が課税されていな

い者から以下の者を除いた者とされておりま

す。 

 なお、基準日は、平成26年１月１日とされ

ておりまして、原則として、１月１日現在で

住民票が登録されている市町村から対象者に

支給することとされております。 

 支給対象から除外されるものには２つござ

います。１つは、市町村民税均等割が課税さ

れている者の扶養親族等、生計を一にする者

ということでございます。もう一つは、生活

保護制度内で対応される被保護者等で、これ

には、生活保護基準の例による中国残留邦人

等に対する支援給付受給者等を含みます。こ

れは、消費税引き上げの影響分が生活保護基

準に反映されることとなっているため、この

ような取り扱いとされているものでございま

す。 

 (2)児童福祉施設等入所児童につきまして

は、保護者の扶養親族とはなっていないもの

とみなし、児童に対して支給をされるという

ことでございます。 

 (3)配偶者からの暴力を理由として避難し

ている者、いわゆるＤＶ関係でございますけ

れども、これにつきましては、保護命令が出

ているなどの一定の要件を満たす場合、配偶

者の扶養親族とはなっていないものとみな

し、支給されるとされております。 

 (4)基準日に住民基本台帳に記載されてい

る外国人につきましては、対象として支給さ

れます。 

 めくりまして、２ページ目をお願いしま

す。 

 ４、給付額は、１人につき１万円でござい

ます。 

 ５、加算措置としまして、老齢基礎年金受

給者、児童扶養手当受給者等を対象に、１人

につき5,000円が加算されます。 

 ６番、広報等でございますが、この給付金

は、対象者からの申請を受けて支給されると

いうことになっておりまして、広報等の充実

を図るとされております。 

 例といたしまして、市町村における広報、

チラシ配布、国におけるコールセンターの設

置、新聞などマスメディアを使った広報など

が想定されております。 

 ７番、スケジュールでございます。 

 昨年、平成25年10月の閣議決定を受け、国

において大枠が整理され、11月に国による説

明会が開催されました。この説明会を受けま

して、市町村に随時国の情報をお知らせし、

疑義について国ともやりとりを行うなど、準

備を始めたところでございます。 

 12月には、県による市町村への説明会を行

いました。 

 ことしに入りまして、準備が本格化してい

るところでございます。 

 市町村が支給対象者のリストを整理、作成

し、出てきた申請と照合して給付を行うとい
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う枠組みが示されておりますが、市町村にお

ける対象者の整理のため、市町村担当部署へ

当該市町村内部の関係部署や県などの関係機

関からの情報提供を行うこととされておりま

して、現在、市町村担当部署に早目に情報提

供を行うべく、当該関係部署や関係機関にお

いて、例えば、生活保護受給者など対象から

除外される者のリスト、あるいは年金受給者

など加算対象となる者のリストを関係機関で

作成しているところでございます。 

 なお、この臨時福祉給付金につきまして

は、11月に大枠が示されましたが、その後の

市町村、都道府県等からの疑義なども踏ま

え、２月３日に再度国による説明会が開催さ

れ、より詳しい取り扱いが示される予定とな

っております。 

 最後に、市町村における準備が整い次第、

申請受け付けを開始することとされておりま

すが、市町村民税の課税データが固まるのが

通常６月ごろでございますので、実際にはそ

の時期以降に申請受け付けが開始されるもの

と考えております。 

 以上で社会福祉課の説明を終わります。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課です。 

 ３ページをお願いいたします。 

 熊本県いじめ防止基本方針の策定と熊本県

いじめ調査委員会の設置についてでありま

す。 

 基本方針につきましては教育委員会の所管

となりますけれども、知事部局においてのい

じめ調査の部分について当課で担当しており

ますので、御報告させていただきます。 

 まず、基本方針の部分についてですが、

１、目的に記載のとおり、本県が、市町村、

学校、家庭、地域その他関係者の連携のも

と、いじめの防止等のための対策を総合的か

つ効果的に推進することを目的として策定し

たものです。 

 ２の概要ですが、この基本方針は、いじめ

防止対策推進法第12条の規定に基づき県が策

定するものです。 

 (2)の策定の経緯につきましては、教育委

員会、知事部局、警察本部の関係課が連携、

協力して策定作業を進め、保護者、臨床心理

士、医師、弁護士等から成る外部検討会議に

おいて専門的な観点からの意見を反映させ、

昨年12月26日に策定しました。 

 (3)の基本方針の主な内容としましては、

①の構成ですが、１部から３部構成になって

おりまして、第１部は、基本理念や基本的な

考え方を記載しております。第２部は、本県

が実施する施策、学校が実施すべき施策、重

大事態への対処で構成しています。第３部で

は、基本方針の見直しの検討や市町村教育委

員会との連携などについて記載しておりま

す。 

 ４ページをお願いいたします。 

 ②の特徴としまして、いじめ防止等に関す

る基本的な考え方として、単にいじめをなく

す取り組みにとどまらず、子供に将来の夢や

それに挑戦する意欲を持たせることで、学校

においていじめをしない、いじめをさせな

い、いじめに負けない集団づくりを進めるこ

となどが必要であるなど、国の教育再生実行

会議の場での知事の発言等を参考に、県独自

の考えとして盛り込んでおります。 

 また、心のアンケートなど本県がこれまで

行ってきた独自の取り組みも整理し、より充

実させる方向で盛り込んでおります。 

 次に、組織の設置につきましては、法で

は、地方公共団体や学校等に設置する組織に

ついての規定がなされております。そこで、

法に規定されたアからオまでの５つの組織に

ついて設置することとし、基本方針の中にそ

の役割等を整理しております。 

 ３の今後についてですけれども、県の基本

方針の周知徹底を図るとともに、学校及び市

町村のいじめ防止基本方針策定の支援を行
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い、学校や家庭、地域等が密接に連携して、

いじめ問題への対策を社会総がかりで進め、

いじめの防止等の対策がさらに充実するよう

取り組んでいくこととしております。 

 なお、基本方針の概要を６ページから９ペ

ージに記載しておりますので、後ほどごらん

いただければと思います。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 熊本県いじめ調査委員会の設置についてで

あります。 

 委員会の設置条例を12月議会で可決いただ

き、この委員名簿のとおり委員に就任いただ

きまして、設置いたしました。 

 先週21日に第１回目の委員会を開催し、今

後の調査の進め方等について議論をいただき

ました。 

 次回は、２月７日を開催予定としておりま

して、具体的な調査方針等を審議する予定で

あります。 

 以上です。 

 

○三角医療政策課長 医療政策課でございま

す。 

 10ページをお願いいたします。 

 第１期熊本県における医療費の見通しに関

する計画の実績評価の概要について御報告申

し上げます。 

 まず、１、趣旨についてでございます。 

 この実績評価につきましては、第１期計画

に定めました施策の取り組み状況、目標の達

成状況などの分析を行い、次期計画の内容の

検討に活用するため、高齢者の医療の確保に

関する法律第12条の規定に基づき実施したも

のでございます。 

 次に、第１期計画の概要でございますが、

第１期計画につきましては、さまざまな環境

が変化する中、県民の生活の質の維持及び向

上を確保しつつ、今後医療費が過度に増大し

ないための対策を定め、県民が良質かつ適切

な医療サービスを受けられる体制を確保する

ことを目的に、平成20年度から平成24年度ま

での５年間を計画期間として策定したもので

ございます。 

 次に、実績評価の内容でございますが、２

の(2)に記載しておりますとおり、第１期計

画に掲げた目標の達成状況、第１期計画に掲

げた施策の実施状況、平均在院日数の短縮に

よる医療費適正化効果の推計について評価を

行っております。 

 主な内容につきまして、添付しております

概要版で御説明させていただきます。 

 13ページをお願いいたします。 

 県民の健康の保持の推進に関する達成目標

でございます。 

 まず、特定健康診査実施率についてでござ

いますが、実施率は年々上昇しております

が、設定した70％以上という目標は達成でき

ませんでした。 

 14ページをお願いいたします。 

 特定保健指導実施率でございます。 

 特定保健指導実施率につきましても年々上

昇し、全国平均も上回っておりますが、設定

した45％以上という目標には至っておりませ

ん。 

 15ページをお願いいたします。 

 メタボリックシンドロームに着目した生活

習慣病の有病者、予備群の減少率についてで

ございます。 

 表３に示しておりますとおり、各項目とも

10％以上の減少を目標としておりましたが、

目標達成することができたのは、２番目の糖

尿病予備群の推定数の減少及び５番目の糖尿

病有病者の推定数の減少の２項目のみで、達

成できなかった項目については増加傾向とな

っております。 

 16ページをお願いいたします。 

 医療の効率的な提供の推進に関する達成目

標でございます。 

 まず、平均在院日数の目標の達成状況及び

推移についてでございますが、平成24年の平
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均在院日数は40.5日で、平成18年の計画策定

時の42.1日よりも1.6日短くなっております

が、目標達成することはできておりません。 

 17ページをお願いいたします。 

 次に、施策の実施状況に関する調査及び分

析についてでございますが、県民の健康の保

持の推進や医療の効率的な提供の推進を図る

ため、ここに掲げております施策等に取り組

んだところでございます。 

 次に、平均在院日数の短縮による医療費適

正化効果の推計についてでございます。 

 厚生労働省から提供されました推計ツール

を用いて推計しました結果、過去５年間の平

均在院日数の短縮を踏まえた医療費適正化効

果は、表６、下から２段目、一番右の欄にな

りますが、約197億円となり、平均在院日数

の短縮による一定の効果が見られましたが、

適正化達成率は28.4％にとどまっておりま

す。 

 以上が第１期熊本県における医療費の見通

しに関する計画の実績評価の概要でございま

す。 

 医療政策課は以上でございます。 

 

○渕上陽一委員長 以上で説明が終わりまし

たので、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○岩中伸司委員 最初に説明いただいた臨時

福祉給付金、これは大体１人１万円から１万

5,000円ということですが、予算的にどれく

らい、今現状ではこれに達する人というのは

県内では何人ぐらいですか。 

 

○青木社会福祉課長 県での試算でございま

すけれども、役割分担としては、市町村が実

施する、県は支援をするという役割分担でご

ざいますが、市町村が給付する給付額につい

ては――給付額というか、まず、対象人数に

ついて、国のやり方にならいまして試算した

ところ、県内でおおよそ50万人程度が対象に

なるものというふうに考えております。 

 また、給付額については、１人１万円、も

しくはそれにプラス5,000円の加算があると

いうことで、少なくとも県内で50億円以上が

――50万人掛ける１万円で50億ですね。それ

以上の額が県内では支給されるということで

今試算をしておるところでございます。 

 

○岩中伸司委員 これは申請でということな

んで、ここがちょっと問題かなと思うんです

ね。いろんな周知徹底が今説明ございました

が、果たしてそれでどれくらい徹底できるか

というのは非常に心配ですので、ぜひそれは

市町村、指導よろしくお願いしておきたいと

思いますが、何か特別――やり方、方法とい

うのは、今先ほど説明があった程度ですか

ね。 

 

○青木社会福祉課長 ここに記しております

とおりでございますけれども、あと、現場の

実態といたしましては、例えば、民生・児童

委員の方から周知をいただくとか、市町村の

ほうである程度把握されておると思いますの

で、そこから進めていただくとか、そういう

のを積極的にやっていただくようにお願いし

たいというふうにお願いしているところでご

ざいます。 

 

○岩中伸司委員 これは、市町村である程度

日ごろからそういうののリストというのはす

ぐつくろうと思えばつくれると思うんです

が、公にはなかなかできない内容だと思いま

すので、そこら辺はやっぱり漏れがないよう

な形で、100％に近い形で進めていかなけれ

ばいけないなと。もちろん消費税上げんが一

番よかばってん、しょんなかけんですね。要

望して。 

 

○青木社会福祉課長 その市町村におきまし
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ても、その課税のデータはあるんですけれど

も、その加算対象の者とか、除外される者の

データについては、県とか、例えば日本年金

機構でありますとか、そういったところは責

任を持って市町村に提供するということにな

っておりますので、きちんと対応したいとい

うふうに考えております。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 なければ、以上で質疑を終了します。 

 

○渕上陽一委員長 次に、その他に入りま

す。 

 何かありませんか。 

 

○小杉直委員 せっかくの機会ですので、２

点ほど。 

 今、はやっているインフルエンザとノロウ

イルスですたいね、県内の状況はいかがでし

ょうかね。 

 

○一健康危機管理課長 健康危機管理課で

す。 

 インフルエンザとノロですが、まず、イン

フルエンザにつきましては、昨年の11月18日

に、ことしのインフルエンザ対策ということ

で注意喚起しております。 

 本県のインフルエンザの流行期、一定点医

療機関に１人患者がおったということでいく

と、12月26日に1.0ということで流行期入り

しましたが、１月23日時点で、一医療機関で

10人の患者さんがいますということで注意報

に変えております。明日、また先週１週間の

やつをまとめて公表する予定にしとります

が、まだ計算値の段階ですが、警報まではま

だいっておりません。警報は一医療機関30人

ですけれども、まだ県全体として30人いって

ないんですけれども、保健所別では、もう超

えているところが山鹿とか、菊池とか等々出

ておりまして、物すごい数字で今ふえており

ます。 

 ノロウイルスですが、ノロウイルスにつき

ましても、感染性胃腸炎という位置づけの中

でウイルスが幾つか種類があって、その中で

ノロという部分に推定をするならば、今高い

レベルで横ばい状況という位置づけになって

おります。 

 老人施設とか、保育園等々から保健所のほ

うに10人以上超えたら報告しますとか、10人

未満でも相談とかなんかありますといったこ

とで報告が来て、それがうちのほうに上がっ

ているんですけれども、やっぱりインフルエ

ンザは、ことし１月になって、また今の時期

に近いほど報告件数がやっぱり高くなってお

ります。今後とも注意が必要であります。 

 

○小杉直委員 インフルエンザは物すごい数

字で今ふえておると、それからノロウイルス

は横ばい状態と。数日前に自衛隊の屈強な幹

部さんと会うた。その人もインフルエンザに

かかっておる。同僚県議もかかった人がお

る。私の孫もかかって、孫の学校も学級閉鎖

になっとるわけですが、そういうこと、ノロ

ウイルス含めて対応策、予防策はどういうと

ころが効果があっとですかね。 

 

○一健康危機管理課長 健康危機管理課で

す。 

 ノロウイルスとインフルエンザ、同じウイ

ルスですけれども、若干違うんですけれど

も、一番いいのは、必ず手を洗ってくださ

い。それも、ちょこちょこっと洗うんじゃな

くて丁寧に30秒ば２回ぐらい洗うとが一番い

いとかなんか言いますが、丁寧に洗ってくだ

さいということが１つであります。あと、も

しもちょっとかかったら病院に早く行ってい

ただいて、処方薬をしていただくと、今いい

薬が出ておりますので、早目に、悪い状態に

ならずに、重篤にならずに済むと思います。



第８回 熊本県議会 厚生常任委員会会議記録（平成26年１月29日) 

 - 22 - 

あと、ほかの人にうつさないということで

は、せきエチケットですね。せきをするとき

は必ず――1.5メーターか２メーターぐらい

ウイルスが飛んでいきますので、こうしてい

ただきたいなと思います。あと、うがいもい

いというふうに言われています。 

 ただ、ノロウイルスは、食べ物ではふえな

いんですけれども、一旦胃腸の中に入ると―

―ちょっと済みません、単位当たりちょっと

忘れましたが、10個でも胃腸の中でたくさん

ふえますので、やっぱり手洗いを励行するの

が一番基本かなと思っております。 

 

○小杉直委員 それはまあいろいろ対応策は

非常に広告されとるですけん、引き続き今の

効果のある予防策の普及をお願いしときます

ね。 

 もう１点、これは岩谷先生たちが専門かも

しれませんが、大腸がんですたいね、欧米諸

国から比ぶっと、日本は非常に検査の件数が

少ない。しかし、一方では、大腸がんによる

死亡率が、死亡の中では高い数字を占めてお

ると聞きますが、県内の大腸がん検査状況

は、山内さん、どぎゃんですかな。 

 

○山内健康づくり推進課長 健康づくり推進

課・山内です。 

 大腸がん検診の受診率自体は本県28.3％、

全国で８位と比較的いい状況にあります。 

 

○小杉直委員 それだけ、答弁は。 

 

○山内健康づくり推進課長 はい。 

 

○小杉直委員 欧米諸国は40％とか、50％と

か、半数、あるいはそれ以上の受診率が高く

て、熊本でも８位と言いながらも28％という

ならば、特にアメリカあたりから比べると非

常に低いというふうによく報道でも聞きます

けれども、熊本県のこの28％以上アップする

方策についてはどうお考えですか。 

 

○山内健康づくり推進課長 まず、がん検

診、大腸がん検診も含めて、がん検診の重要

性についての啓発を進めるとともにですけれ

ども、県だけではなかなか限界があるもので

すから、いろんな企業の方々と連携をして、

企業の従業員なり、企業が接する顧客の方向

けの啓発を含めて、県民ぐるみでのがん検診

の受診率の向上の取り組みをやるですとか、

あと、やっぱりがん検診単独では、なかなか

住民の方も、なかなか時間がなくて受診して

もらえない場合が多いですので、特定健診等

々とセットで、一度に一度の会場で受けられ

るような受けやすい工夫をやったりですと

か、また、その市町村レベルでは、住民の方

々個別にその受診勧奨、あなた、今年度まだ

受けてません、ちょうどクーポンの年齢です

から、ぜひ受けてくださいといったような地

道な積み重ね、いろんな方法を組み合わせま

して、少しでも受診率が上がるようにと取り

組みを進めているところです。 

 

○小杉直委員 混合的な受診の勧めの中に入

れ込むという話ですが、それはそれで効果の

あるわけですが、やっぱり女性が少ないと聞

きますもんね。ということは、肛門に入れる

けんでしょう、ファイバーを。 

 

○山内健康づくり推進課長 基本的にがん検

診の段階では、検便による検査です。ですか

ら、そういった面では比較的体への影響も少

ないですし、尿検査でも尿を出していただく

と一緒に便も出していただくということです

ので、その辺は比較的――実際精密検査にな

ったら内視鏡が入りますが、がん検診の段階

では、そこまでの抵抗感はないかもしれない

と思います。 

 

○小杉直委員 最後に、それに関連してお尋
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ねですが、検便、それから大腸ファイバー、

それもなかなか現実はしにくいというのが現

状ですたいね。そういう中で、ＣＴによる検

査ということが開発されたと聞きましたが、

県内ではいかがですかな。 

 

○山内健康づくり推進課長 ＣＴは、大腸が

んに関してでしょうか、全般でしょうか。 

 

○小杉直委員 大腸。 

 

○山内健康づくり推進課長 ＣＴも、一般論

としましては、非常に発見率は高まる場合が

多いものの、まだ症状がない、いわゆる健康

だと思われている人に対して使う場合は、放

射線による被爆の影響の問題ですとか、そう

いった課題等もありまして、一般のがん検診

で精密検査が必要だと言われた方の精密検査

にはＣＴ等、いろんながんの検査で使われる

場合が多いですが、不特定多数の健常者を対

象とした検診では、まだそういったいわゆる

被爆の問題とか、費用の面もあって、まだま

だ積極的に推奨されている状況ではありませ

ん。 

 

○小杉直委員 私が何を言いたいかという

と、大腸がんが非常に死亡率の高い位置を占

めて、一方で、さっき言ったように、大腸検

診が非常に低いと。そういう中で、ＣＴ検査

による大腸検査ができるというふうな話があ

るもんですから、それが普及するならば、受

診率も高まりはせんだろうかというふうに思

うわけですたい。だから、放射能の被爆率を

おっしゃいましたけれども、普通のこの胸の

レントゲンよりも低いと聞いていますよ。 

 だから、岩谷先生あたりは、熊本でＣＴに

よる大腸検査をされておる話は聞きませんか

ね。 

 

○岩谷医監 ＣＴの精度が高まってまして、

そういう大腸検査も最近できるようになって

きています。県内の、主に市内だと思うんで

すが、基幹的な病院では、何カ所かできるよ

うになっているようです。 

 また、小杉委員言われましたように負担が

少ないということがありますので、非常に大

腸ファイバーは痛かったりとか、負担が大き

いというのもあって敬遠されているところが

あるかと思うんですけれども、ＣＴだと、そ

れほどの負担がない。今後のそういう検診の

一つの手段にはなり得るかと思うんですが、

ただ、ＣＴで検出できるメリットもあるんで

すけれども、一方で、検出できない部分もあ

るようですので、その辺のバランスを見なが

らだと思うんですね。粘膜から盛り上がって

ない扁平なのは、なかなか検出が難しいんじ

ゃないかというふうに聞いています。 

 そういったメリット、デメリットもよく理

解しながら検査を進めていく必要があるんじ

ゃないかと思います。 

 

○小杉直委員 なら、山内課長、岩谷医監が

おっしゃったことを踏まえて、熊本は先端医

療技術が非常に全国の中でも発展して、それ

を熊本県の売りにしとるわけですな、県政と

しては。だから、今お話あったように、ＣＴ

による検査が幾つかの医療機関であっとると

するならば、その中身をよく把握していただ

いて、被爆の問題とか、岩谷医監がおっしゃ

った細部の点がちょっとファイバーより難し

いのか、あるいはそれをクリアできるのか研

究していただいて、医療機関等々とよく情報

交換して、県政としても、その先端医療の熊

本の発展に参画、寄与できるような方向で今

後検討してくれんですかな。 

 

○山内健康づくり推進課長 検討してまいり

ます。ありがとうございます。 

 

○渕上陽一委員長 ほかにありませんか。 
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 なければ、以上で本日の議題は終了いたし

ました。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会します。 

 ありがとうございました。 

  午前11時33分閉会 
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